
報告２－１ 

防災・減災対策の速やかな推進について 

 近年、我が国は度重なる災害に見舞われており、東日本大震災後も、頻発する地

震、火山噴火並びに台風及び集中豪雨による水害・土砂災害等が全国各地を襲い、

平成 27 年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川をはじめ各地の河川の堤防決壊などに

より、多大な人的・物的被害が発生した。 

 加えて、今後発生が想定される南海トラフ地震や首都直下地震では、これらをは

るかに超える被害も想定され、自然災害対策の重要性はさらに高まっている。 

 このような状況の下、政府は平成 26 年６月に国土強靱化基本計画を閣議決定し、

国土強靱化アクションプランによりプログラムの進捗管理・施策の検討を行ってい

る。その後、本年９月に第４次社会資本整備重点計画を閣議決定し、多様な災害が

頻発する我が国国土において、防災・減災等をメインストリームとして重点的に取

り組み、人命と財産を守ることは社会資本整備の最優先の使命であると位置づける

とともに、国土強靱化基本計画におけるプログラムと整合性を確保したところであ

る。また、地方においても国土強靱化地域計画の策定・実行に向けた取組を進めて

いるところである。 

 これに対し、平成 27 年度公共事業関係費は、平成に入り最低水準であり、防災・

減災対策に資する思い切った社会資本整備を早急に進めるためには不十分である

ことに加え、全国防災対策費も今年度で終了する見込みである。 

 また、必要な維持・修繕、更新が十分でないことから、近年の純社会資本ストッ

クは減少し続けており、老朽化する社会資本ストックの維持管理・更新を適切に行

うための財源の確保が必要となっている。 

 さらに、防災・減災における根本的な対策のため社会資本投資を積極的に行うこ

とにより、防災力を向上させ、人命と財産を守るとともに、生活環境が改善される

など生活の質の向上をもたらすといったストック効果が期待される。 

 このような観点から、国民の生命、財産を守るための防災・減災対策を速やかに

進めるため、緊急防災・減災事業債の恒久化や対象事業の拡大、要件緩和など起債

制度の拡充を図るとともに、全国防災対策費の終了を踏まえ、地震防災対策特別措

置法の適用期間延長や新たな財政支援制度の創設などを含め、社会資本整備に係る

平成 27 年度補正予算や平成 28 年度予算を十分に確保することを強く求めるもので

ある。 
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